
小型定置網漁業の漁業許可にかかる制限措置の内容と申請すべき期間 

 

 

漁業種類 操業区域 漁業時期
推進機関
の馬力数

船舶の総
トン数

漁業者の
数

漁業を営む者
の資格

許可又は起業の認可を
申請すべき期間

ぶり、あじ、そ
の他小型定置

点A　北緯32度47分5.34秒、東経132度38度9.72秒
点B　北緯32度47分8.16秒、東経132度38分12.06秒
点C　北緯32度47分6.18秒、東経132度38分18.9秒
点D　北緯32度47分3.0秒、東経132度38分16.14秒

点Aから点Dまでの各点を順次に直線で結んだ線及び点Dと
点Aとを直線で結んだ線により囲まれた区域

周年 定めなし 定めなし 1 漁業権者の同
意のある者

令和８年6月22日から
同年7月21日まで


